
岩美町子育て世帯等住宅新築・リフォーム資金助成事業実施要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、岩美町子育て世帯等住宅新築・リフォーム資

金助成金（以下「本助成金」という。）の交付に関し、岩美町補

助金等交付規則（平成１１年岩美町規則第５号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（助成金の交付）  

第２条  町は、自らが町内に定住する目的で新築工事、リフォーム

工事又は建売住宅の購入をする者に対し、その費用の一部を助成

することにより、子育てを行う町民等が安心して快適に暮らすた

めの住環境整備を促進するとともに、地域経済の活性化を図るこ

とを目的として、予算の範囲内において本助成金を交付する。  

（定義）  

第３条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

（１）  町民  現に町内に住所を有し、又は助成金請求時に町内  

に住所を有する者をいう。  

（２）  新築工事  住宅を新たに建築する工事をいう。  

（３）  建売住宅  宅地建物取引免許業者が販売する住宅（建築  

完了の日から１年以内のもので、人の居住の用に供したこ  

とがない住宅に限る。）をいう。  

（４）  リフォーム工事  住宅の修繕、補修、模様替えその他住  

宅の機能の維持・向上のために行う改築、増築及び設備等  

工事をいう。  

 （５）  地元負担率２分の１軽減集落  町長が別に定める各種事  

    業地元（受益者）負担率表における小規模集落等に対する  

２分の１軽減措置集落  

 （６）  地元負担率４分の１軽減集落  町長が別に定める各種事  

    業地元（受益者）負担率表における小規模集落等に対する  

４分の１軽減措置集落  

 （交付対象者）  

第４条  本助成金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を

全て満たす者で、別表に定める者とする。  

（１）  町民であること。  



（２）  本人及び世帯員が、町税、税外収入金その他本町の歳入  

となるべきものを滞納していないこと。ただし、滞納があ  

る場合で、分割納付を誓約どおり履行しているなど、誠実  

性が認められる場合は除く。（申請時に町外に住所がある  

場合又は申請日の属する年の前年の１月１日に町外に住所  

がある場合は、本人及び世帯員が納税義務を負う前住所地  

である市区町村において税金の滞納がないこと。）  

（交付対象住宅）  

第５条  本助成金の交付の対象となる住宅は、別表に定める住宅と

する。  

（交付対象事業）  

第６条  本助成金の交付の対象となる事業は、別表に定める事業と

する。  

（交付対象経費）  

第７条  本補助金の交付の対象となる経費は、別表に定める経費と

する。  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するもの

は、交付の対象としない。  

（１）  リフォーム工事について、本助成制度とは別に国及び地  

方公共団体等の他の助成制度と交付対象経費が重複する場  

合。ただし、他の助成制度と交付対象経費が明確に区分で  

きるものについてはこの限りではない。  

（２）  住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律  

第８１号）第９４条に規定する瑕疵担保責任の範囲と認め  

られるリフォーム工事  

（施工業者）  

第８条  本助成金の対象となるリフォーム工事の施工業者は、次の

各号のいずれかに該当する法人又は個人とする。  

（１）  町内に事業所を有する法人であって、岩美町の法人町  

民税が課せられているもの（以下「町内事業者」とい  

う。）  

（２）  町内に事業所を有する個人であって、岩美町に住民登  

録しているもの  

（３）  岩美町震災に強いまちづくり促進事業補助金を活用す  

る耐震改修と併せてリフォーム工事を行う場合、当該住  



宅を建築した施工業者  

（交付額）  

第９条  本助成金の交付額は、次のとおりとする。  

（１）  新築工事又は建売住宅購入  ３０万円とする。ただ  

し、次の表の各交付対象区分に該当する場合は、それぞ  

れ表に定める額とする。  

交付対象区分  助成額  

ア  世帯員のいずれかが４０歳以下の夫婦のみ

の世帯（若者世帯）  
５０万円  

イ  １８歳以下の子ども（１８歳に達する日以

降最初の３月３１日までの間にある子ども。

ただし、１８歳を超えている場合において

も、高等学校在学者は対象とする。）を養育す

る世帯（子育て世帯）  

５０万円  

ウ  同一世帯内に子夫婦とその親が居住してい

る世帯又は３世代以上の世帯員が居住する世

帯（多世代同居世帯）  

５０万円  

エ  町内事業者が施工又は販売するもの（建売

住宅購入にあっては、町外事業者が販売業者

である場合は当該住宅の主たる建築請負業者

が町内事業者であること。）  

８０万円  

オ  上記ア～ウのいずれかで、エに該当する場

合  
１００万円  

カ  地元負担率２分の１軽減集落内の住宅であ

り、上記ア～エのいずれにも該当しない世帯  
４５万円  

キ  地元負担率２分の１軽減集落内の住宅であ

り、上記ア～ウのいずれかに該当する世帯  
７５万円  

ク  地元負担率２分の１軽減集落内の住宅であ

り、エに該当する世帯  
１２０万円  

ケ  地元負担率２分の１軽減集落内の住宅であ

り、上記ア～ウのいずれかで、エに該当する

世帯  

１４０万円  

コ  地元負担率４分の１軽減集落内の住宅であ

り、上記ア～エのいずれにも該当しない世帯  
５２万５千円  



サ  地元負担率４分の１軽減集落内の住宅であ

り、上記ア～ウのいずれかに該当する世帯  
８７万５千円  

シ  地元負担率４分の１軽減集落内の住宅であ

り、エに該当する世帯  
１４０万円  

ス  地元負担率４分の１軽減集落内の住宅であ

り、上記ア～ウのいずれかで、エに該当する

世帯  

１６０万円  

（２）  リフォーム工事  当該リフォーム工事に要する費用の  

１００分の１０以内の額とし、その上限は２０万円とす  

る。ただし、次の表の各交付対象区分に該当する場合は、  

それぞれ表に定める補助率及び上限額とする。  

交付対象区分  補助率  上限額  

ア  世帯員のいずれかが４０歳  

以下の夫婦のみの世帯（若者  

世帯）  

１００分の１５  ２５万円  

イ  １８歳以下の子ども（１８  

歳に達する日以降最初の３月  

３１日までの間にある子ど

も。ただし、１８歳を超えて  

いる場合においても、高等学  

校在学者は対象とする。）を養

育する世帯（子育て世帯）  

１００分の１５  ２５万円  

ウ  同一世帯内に子夫婦とその  

親が居住している世帯又は３  

世代以上の世帯員が居住する  

世帯（多世代同居世帯）  

１００分の１５  ２５万円  

エ  地元負担率２分の１軽減集  

 落内に居住する世帯  
１００分の２０  ３０万円  

オ  地元負担率４分の１軽減集  

 落に居住する世帯  
１００分の３０  ３５万円  

２  前項２号の規定により算出した額に千円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てるものとする。  

（交付申請）  

第１０条  本助成金の交付を申請しようとする者は、事業着手前に



岩美町子育て世帯等住宅新築・リフォーム資金助成金交付申請書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければ

ならない。ただし、申請時期については、町長がやむを得ないと

認める場合はこの限りでない。  

（１）  当該事業にかかる見積書の写し  

（２）  新築工事にあっては工事請負契約書の写し  

（３）  建売住宅購入にあっては建売住宅売買契約書の写し  

（４）  建売住宅購入にあっては、申請時にすでに建築が完了し  

ている場合は建築完了の日を確認できる書類（建築確認が  

必要な建築行為の場合は検査済証の写し。建築確認が必要  

でない建築行為の場合は、販売業者が建築完了の日を証明  

する書類。）  

（５）  建売住宅購入にあっては、町外事業者が販売業者であり  

当該住宅の主たる建築請負業者が町内事業者である場合は  

それを証明する書類  

（６）  申請者及び世帯員全員の住民票（謄本）  

（７）  世帯員報告書（様式第２号）  

（８）  町税、税外収入金その他本町の歳入となるべきものに滞  

納がないことの確認調査を行うことへの同意書（様式第３  

号）  

（９）  申請時に町外に住所がある場合又は申請日の属する年の  

前年の１月１日に町外に住所がある場合は、本人及び世帯  

員が納税義務を負う前住所地である市区町村において税金  

の滞納がないことを証明する書類  

（１０）  当該事業着手前の現場又は工事箇所の写真  

（１１）  申請建物の位置図  

（１２）  新築工事又は建売住宅購入にあっては申請建物の平面  

図及び立面図  

（１３）  その他町長が必要と認める書類  

（交付決定）  

第１１条  町長は、規則第６条の規定により交付決定を行うとき

は、岩美町子育て世帯等住宅新築・リフォーム資金助成金交付決

定通知書（様式第４号）により通知するものとする。  

２  前項の規定により交付決定通知を受けた者（以下「助成決定

者」という。）は、速やかに当該事業を実施するものとし、規則



第１２条の規定による事業着手に係る届出書の提出は要しないも

のとする。  

（事業の変更等）  

第１２条  次の各号のいずれかに該当するときは、岩美町子育て世

帯等住宅新築・リフォーム資金助成金変更申請書（様式第５号）

によりあらかじめ町長の承認を得なければならない  

（１）  本助成金の増額  

（２）  本助成金の２割を超える減額  

（３）  本助成金の助成対象経費の内容変更  

（事業の完了報告）  

第１３条  助成決定者は、新築工事又は建売住宅購入にあっては、

当該事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は助成

金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の３月３０日のい

ずれか早い日までに、リフォーム工事にあっては、当該事業が完

了した日から起算して３０日を経過した日又は助成金の交付決定

があった日の属する年度の翌年度の９月３０日のいずれか早い日

までに、岩美町子育て世帯等住宅新築・リフォーム資金助成事業

完了報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出

しなければならない。  

（１）  当該事業に要した経費の領収証の写し  

（２）  当該事業完了後の現場又は工事箇所の写真  

（３）  新築工事又はリフォーム工事にあっては岩美町子育て世  

帯等住宅新築・リフォーム工事完了証明書（様式第７号）  

（４）  建売住宅購入にあっては建築完了の日を確認できる書  

類。（建築確認が必要な建築行為の場合は検査済証の写  

し。建築確認が必要でない建築行為の場合は、販売業者が  

建築完了の日を証明する書類。）ただし、申請時にすでに  

提出している場合は必要ないものとする。  

（５）  新築工事又は建売住宅購入にあっては登記事項証明書  

（６）  その他町長が必要と認める書類  

２  町長は、前項の報告を受けたときは１０日以内に検査を行い、

当該事業が決定内容に従って遂行されていると認めたときは、交

付すべき助成金の額を決定し、岩美町子育て世帯等住宅新築・リ

フォーム資金助成金交付確定通知書（様式第８号）により速やか

に助成決定者に通知するものとする。  



（助成金の請求）  

第１４条  助成決定者が助成金の支払いを請求するときは、岩美町

子育て世帯等住宅新築・リフォーム資金助成金請求書（様式第９

号）を町長に提出しなければならない。  

２  町長は、前項の請求を受けた日から３０日以内に助成金を支払

うものとする。  

（交付の取消し又は返還）  

第１５条  町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、住宅新築・リフォーム資金助成取消通知書（様式第１０

号）により助成の交付決定を取消し、又はすでに交付した助成金

を返還させることができる。  

（１）  偽りその他不正な手段により助成の交付決定を受けたと  

   き  

（２）  助成の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した  

とき  

（３）  助成対象事業が町長の定める期限内に完了しないとき  

（４）  リフォーム工事において、当該工事に要した費用が１０  

万円に満たなかったとき  

（５）  本助成事業を受けて新築した住宅又は購入した建売住宅  

を、助成金の交付を受けた日から５年未満で取壊し、貸与  

又は売却したとき。  

（６）  本助成事業を受けて新築した住宅又は購入した建売住宅  

から、助成金の交付を受けた日から５年未満で転居又は転  

出したとき。  

（その他）  

第１６条  この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な

事項は町長が別に定める。  

附  則  

  この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、令和３年３月  

 ３１日限りその効力を失う。ただし、新築工事における助成で期  

限内に工事請負契約して申請されたもの、リフォーム工事におけ  

る助成で期限内に申請されたものについては同日以降もその効力  

を有する。  

附  則  

  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  



   附  則  

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

   附  則  

  この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和７年３月３１  

日限りその効力を失う。ただし、新築工事における助成で期限内  

に工事請負契約して申請されたもの又はリフォーム工事における  

助成で期限内に申請されたものについては同日以降もなおその効  

力を有する。  

   附  則  

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

   附  則  

  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

   附  則  

  この要綱は、令和５年６月１日から施行する。  

   附  則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和１２年３月  

３１日限りその効力を失う。ただし、新築工事における助成で期  

限内に工事請負契約して申請されたもの又はリフォーム工事にお  

ける助成で期限内に申請されたものについては同日以降もなおそ  

の効力を有する。  

   附  則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表  
交付対象事業区分  交付対象者  交付対象住宅  交付対象経費  

新築工事  
 

新築工事又は建売
住 宅 購 入 に お い
て、従前の岩美町
住宅新築・リフォ
ーム資金助成事業
実施要綱又は本要
綱に基づく助成金
の交付を受けてい
ない者で、本助成
事業を受けて新築
した住宅に助成金
交付後５年以上居
住する者であるこ
と。  

自己が居住する目
的で町内に新築す
る住宅で、助成金
の交付決定があっ
た日の属する年度
の翌年度の３月３
０日までに工事を
完了するもの。（別
荘等一時的に使用
するもの、賃貸、販
売等営利を目的と
するもの及び倉庫
等は除く。）  

新築工事にかかる
費用。（居住の用に
供する部分に係る
ものとし、土地の
購入等に要する経
費は除く。）  

建売住宅購入  
 

新築工事又は建売
住 宅 購 入 に お い
て、従前の岩美町
住宅新築・リフォ
ーム資金助成事業
実施要綱又は本要
綱に基づく助成金
の交付を受けてい
ない者で、本助成
事業を受けて購入
した住宅に助成金
交付後５年以上居
住する者であるこ
と。  

自己が居住する目
的で購入する町内
の建売住宅で、建
築完了の日から１
年以内のもの又は
助成金の交付決定
があった日の属す
る年度の翌年度の
３月３０日までに
工事を完了するも
の。（別荘等一時的
に使用するもの、
賃貸、販売等営利
を目的とするもの
及 び 倉 庫 等 は 除
く。）  

建 売 住 宅 の 購 入

費。（居住の用に供

する部分に係るも

のとし、土地の購

入等に要する経費

は除く。）  

リフォーム工事  
 

リフォーム工事に
おいて本要綱に基
づく助成金の交付
を受けたことがあ
る場合は、交付を
受けた日（複数回
交付を受けている
場合は最後に交付
を受けた日）から
５年を経過した者
であること。  

自己が居住するた
め所有する住宅。
（別荘等一時的に
使用するもの、賃
貸、販売等営利を
目的とするもの及
び倉庫等は除く。）  
本要綱に基づく助
成金の交付を受け
たことがある場合
は、交付を受けた
日（複数回交付を
受けている場合は
最後に交付を受け
た日）から５年を
経過した住宅であ
ること。ただし、当
該住宅を３親等以
内の親族以外の者
が所有することに
なった場合は、前
所有者が受けた交
付について考慮し
ない。  

工 事 に かかる 費 用
が１０万円以上で
あり、助成金の交
付決定があった日
の属する年度の翌
年度の９月３０日
までに工事を完了
するリフォーム工
事のうち、次のア
からウのいずれか
に該当するもの。  
ア  住宅の修繕、
補修又は増改築  
イ  壁紙の張り替
え又は屋根若しく
は 外 壁の塗り替え
等の住宅の模様替
えのための工事  
ウ  その他当該住
宅に附属する設備
等で町長が必要と
認めるもの  



 


